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は じめに

「住む」 とい うことと風土 との関係 を考 えるに当たって、 日本の住宅政策 の転換 にっい

て述べ ることか ら始 めたいと思 う。 なぜな ら、21世 紀に入 り、「住む」人 の数の減少、す

なわち人 口の減少 と人 口構造の変化が 日本人の 厂住む」 ことの意味を大 きく変えるものと

考え られ るか らである。た しかに、世界 の人 口は増加 の一途 をたどっているが、この増加

は発展途上国の人 口増 によるものであり、先進諸国の人 口は減少の傾向にある。 日本の場

合には、2006年 に、人 口の減少がは じまった ことが確認 された と報 じられてい る。

「住む」こ とをめぐる社会環境の変化 を全体 として論 じるために、国土交通省住宅局の

住宅政策にっいて紹介 し、その問題点を指摘 したい。すなわち、「住む」 とい うこ とを人

間の行為 として考察 し、住宅 とい うモノの問題 として論 じられてきたこれまでの住宅政策

の限界にっいて述べる。そのあとで、「住む」 とい う行為が人間にとって もつ意味 にっい

て考察 し、その上で、「住む こと」 と制度 との関係について論 じてみよ うと思 う。

1.国 土交通省住宅局における住宅政策の転換

国土交通省住宅局は、平成16年12,月 に 「住宅政策改革要綱 ～住宅政策の集中改革の

道筋～」を発表 し、21世 紀における 日本 の住宅政策の改革の方 向を示す とともに、住宅

基本法の策定に向けて準備 を開始 した。 この 「要綱」は、それに先だって平成15年9月

に提出された、社会資本整備審議会住宅宅地分科会による 「新たな住宅政策 のあ り方につ

いて(建 議)」 等 を踏まえたものである。 「要綱」は、「は じめに」において、「我が国の住

宅政策 は、住宅事情 と社会経済情勢の大 きな変化の中で、今 まさに待ったな しの転換期を

迎 えてお り、本要綱の策定をもって、国民各層における住まいや住居のあ り方に関する議

論の活発化 を期待す るものである」 と述べている。

改革の基本的な考 え方 として、「改革 に当たっては、住宅政策の基本理念を確立 し、 こ

れ に基づいた効果的で整合的な施策の推進 が求められ る」 とし、つぎのよ うに整理 され る

基本理念 と目標 についてさらに検討を重ね、新たな時代 にふさわ しいものを確立す ること
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を目指す としてい る。

提案 されている住宅政策 の基本理念 と目標 を提案す るうえで踏まえるべき論 点 として、

「要綱」はつ ぎのように述べている。 「住宅 とは、個人に とっての健康や生活の基盤である

とともに、家族 を育むかけがえのない生活空間である。一方で、地域のコミュニティ活動

を支え、地域の環境 ・安全 ・文化等の重要な要素でもある」 とし、そこか ら

①国民がそれぞれの価値観に基づき、自らの努力に応 じ、良質な住宅を取得あるいは利用

できるような環境を整えること

②地域の資産としての安全性の確保や美 しい街並みなど良好な居住環境を形成すること

の2点 を通 じて、「国民の豊 かな住生活 を実現す ることが、住宅政策を進めるに当た って

の基本理念 と位置づけ得 る」 としている。

こ うした理念の下、よ り具体的には、

1国 民が多様な選択肢の中から、安心して、無理のない負担で、ニーズに合った住宅の

選択を行 うことができる住宅市場の条件整備

2耐 久性等に優れた良質な住宅が共有され、適切に管理され、円滑に流通する循環型住

宅市場の環境整備

3自 力では住宅を確保することが困難な者への的確な支援

4社 会的課題に対応した住宅ス トックの質及び居住環境の向上

を目標 として住宅政策を推進す るとしている。

住宅局は、以上のよ うな認識を踏まえ、住宅基本法の策定を進 めてい る。 ここに示 され

た住宅政策が今後の施策の中心 となるもの と考えてよいであろ う。

わたしは、こうした認識に対 して、平成17年2,月24日 に意見を求められた。わた しが

提案 したのは、以下の4点 である。

(1)「住宅政策」の方向が 「住宅」とい う名詞 で考えられてお り、「住む」「住ま う」「暮 らす」「生

活する」 とい う動詞で考え られていない。これからの住宅政策のポイ ン トは、国民一人ひ

とり、家族 、地域が 自己実現 ・自己表現する場 としての 「住ま う空 間」を考えることであ

る。住宅は、住ま う空間 としての個人、家族、地域の 自己実現、 自己表現の場である。そ

こで、住宅整備 とは、一人ひ とりが住む、暮 らす、生活す るとい う自己表現をサポー トす

るためのインフラ整備であるとい うことになる。いままでの政策は、モ ノとしての住宅ベー

スで考 えてきたが、これか らは、人間の行為(「 …す るこ と」)と い う意味で、「コ ト」をべ一

スに考えなければならない と思われる。っま り、「住む」 ことを文字通 り動詞 で考えると、
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どうい うことが課題になるのかと問 う必要がある とい うことである。

(2)衣 食住 の文化に対す るまな ざしが不足 している。

食や着物 に対す る文化的意識(「 和」へ の意識)が 高まっているなか、 日本の 「住」へ

の文化 的意識がみ られない。 「衣食住」 とセ ットで語 られるなかで、 「住」に対する意識 が

もっとも遅れている。 日本の住空間の問題 は、 目本的空間の特性 に依存する。 どのよ うな

住環境 がふ さわ しいかは、 日本の空間構造や風土 との関係 をどう理解す るか とい う点 と不

可分である。

(3)教 育 と住宅との関係をもっ と強調すべきである。

少子化の進行するなか、 こどもの教育が国家の大きな課題である。 ソフ ト・ハー ドの意

味での学校 とともに、 ソフ ト・ハー ドの意味での 「家」の ことがもっ と注 目されるべきで

ある。家の構造や地域の構造は、こどもたちをどう 「育てるか」 とい う課題 から切 り離せ

ない。 この意味で、教育 と住宅政策 の関係 をもっと論 じる必要がある。これは 「住宅」す

なわち 「家」が 「家庭」や 「家族」 とどのよ うな関係 にあるかを論 じることでもある。伝

統的な地域社会 とともにあった家族 関係 が変容するなか、三世代のみな らず、親子関係に

もさまざまな危機 が訪れている。 こうした関係は、家 とい う空間のなかで発生 しているの

であ り、家の構造 と家族の関係 とは切 り離せない。 しつけや教育 と住宅の構造を切 り離す

ことはできない。

(4)住 民参加 と合意形成

住むのは住宅である。その住宅は地域 の うちにある。同一地域のなかで異質な建造物が

建設 され、紛争を引き起こ しているのがマ ンション問題である。そこで、マ ンション建設

をめ ぐる地域紛争や建 て替えをめぐる住 民 どうしの合意形成が重要な課題 となっている。

このような状況にあって、住宅局がどのよ うな姿勢でこの問題に取 り組 もうとしてい るの

か、明確でない。 あるいは、ニュー タウンとオール ドタウンの交流、都市 と農村 との交流

の問題 なども住宅政策に とって重要な課題である。

(5)個 人住宅め もつ 「わた くし性」 と 厂公共性」

公共性の問題 は、 さまざまな公共事業の課題 とともに、 もっともプライバシーに関わる

ように思われ る住宅の問題 とも深 く関わっている。公共的な空間の問題は、空間の相貌の

問題、すなわち景観 の問題 とも密接に関係 してい る。景観法 の施行によって個人の住宅が

公共的空間のあ り方 と深 く関わるよ うになってい る。 この問題の切 り分けをどれほどきち

んとできているかが住宅政策 の課題 となる。

その後、国土交通省は、2006年6月 に「住生活基本法」を制定 した。この法律は、従来の厂住

宅建設計画法」に代 わるものであ り、新 しい時代にふ さわ しい住宅政策を促進す るための

法律 とされている。その 目的は、 「この法律は、住生活の安 定の確保及び 向上の促進 に関

す る施策にっいて、基本理念 を定め、並びに国及び地方公共団体並び に住宅関連事業者の

責務を明 らかにす るとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画

19



その他の基本 となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関す

る施策 を総合的かつ計画的に推進 し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図る

とともに、国民経済の健全な発展に寄与することを 目的 とす る」とい うものである。法律

の名称 も住宅の量的確保か ら 「住生活」へ と視 点を移す とともに、居住環境へも視野を広

げている。第 四条 と第十二条は以下のよ うになってい る。

(良好な居住環境の形成)

第四条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策 の推進は、地域の 自然、歴 史、

文化その他の特性 に応 じて、環境 との調和に配慮 しつっ、住民が誇 りと愛着 をもつことの

できる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなけれ ばならない。

(地域における居住環境の維持及び向上)

第十二条 国及び地方公共団体は、良好な居住環境の形成が図られるよう、住民の共同の

福祉又は利便のために必要な施設の整備、住宅市街地における良好な景観の形成の促進そ

の他地域における居住環境の維持及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。

「住宅政策」が 「住生活政策」へ と歩み をは じめたこと、 さらに、居住はその環境をも含

むこ とと したこと、 さらに、そ こに景観 をも含む とした点 は評価でき ることであろ う。

「住む」 ことは、「住宅のなかにいること」をそのごく一部に含んでいるにすぎない。 わた

したちは、「住む」 とい う行為そのものを問わなければならない。

2.「 住 む」 は行為で あるか

「住む」 とは どうい うことだろ うか。21世 紀において住む とい うことは何を意味 してい

るのだろ うか。住む とい うことは、そ もそ も行為 なのだろ うか。行為だとすれば、 どの よ

うな行為 なのか。

「住む」 とい うのは、動詞である。 この動詞 は他動詞ではなく、自動詞である。住む と

い うことが行為だ としても、「…を住む」 とい うわけではない。住む ことによって住まわ

れるものは、住まいであ り、街であ り、地域であり、国であ り、地球である。住む ことに

よって、それ らの空間は、 「住まわれ る」ことになる。 ここで、明 らかなのは、 「住む」 と

は、か りに行為だ としても、ひ とつの関係だ とい うことである。

ア リス トテ レスは、モノとコ トの分類体系の構築 を試みたが、そのなかで行為 とい う項

目に当た るのは、能動 と受動 とい う分類である。 では、「住む」 とい うのは、能動なのだ

ろ うか。 それ とも受動なのだろ うか。住む空間を選択す ることによって住む ことが実現 し
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た とす るな らば、それは能動 とい うことになるだろうが、両親によって住 まわされた とい

うことであるな らば、受動であるとい うこともできる。老齢化によって介護施設にみずか

ら住ま うとい うことになるならば、能動 とい うよ りも、やむをえずそ うす るとい うことに

なるから、それ は受動 とい うべきかもしれ ない。行為を受動 とい うことは難 しいが、住む

とい うことのなかには、なんらかの受動的な要素 も含まれているよ うに思われ る。

能動 的行為 とな らなんで受動的行為 とい うものがあると理解できるな らば、厂住む」 と

い う行為の うちには、能動性 と受動性が含 まれてい るといって もよいであろ う。さらに、「住

む」 とは、どこかに住むのであるか ら、場所のカテゴリー とも関係 し、また、空間との関

係 とい うことで、関係 のカテ ゴリー とも関わっているといってもよい。また、人間が一定

の期 間人生 を送 るとい うことであるか ら、時間のカテ ゴリー とも関係するともい うこ とが

できる。

「住む」 とい う行為は、時空的で関係 的な行為 とい うこ とになるであろ う。す なわち、

住む とい うのは、住むもの と住まわれるもの との関係 である。住まわれるものは一定の空

間であるが、同時に住む ものも身体 をもつ ものとして空間的な存在 である。住むものと住

まわれ るものは、 ともに空間的な存在 として関係 的なものである。

人間は、いつの時点かに生まれて、いつの時点かで死ぬ。人生の うちにあって、身を置

くところ、そこが住まいである。すなわち、時間的存在である人間が この空間のなかに存

在す るかぎ りにおいて、身 を置 くとい うことが住む とい うことである。

わた しは、空間のなかでの時間的存在 のあ り方 を示す ものとして、「空間の履歴」 とい

うこ とばを用いてきた。空間のなかに生 まれた とき、その空間の履歴 として、誕生者の履

歴が始ま り、その死をもってそのひ との履歴 が終了する。空間もまた誕生地か ら死没地へ

とそのひ との軌跡 をもつ。そのような意味で、空間も履歴 をもつ。空問の履歴 とひとの履

歴を切 り離す ことはできない。ひ とが履歴を積むのは、そのひとが空間的な存在だか らで

あり、また、時間的存在だか らである。人間 とい う時空的存在のあ り方 として 「住む」 と

い うことがある。

さらに、住む とい うのは、同じ空間に とどまるとい うことを意味するので、関係的な行

為であるが、同時に一定の情態を意味 してい るとい うこともできる。 「住む」 とは 「住ん

でい る」 とい うことであり、ある特定の期間、特定の場所 に対 して、一定の恒常的関係 を

もつ ことだか らである。 こうして、 「住む」 とい うのは、時空的で関係的、恒常的行為で

あるとい うことができる。

「住む」 とい う行為が恒常的な情態を意 味する といっても、永続的な恒常性ではない と

い うことも注意 しなければな らない。 「移住」や 「住み替 え」「引っ越 し」といった行為は、「住

む」 ことの うちに含まれる変化を意味 している。 あるいは、一時的に 「住む」ことを離れ

る場合 もある。また、旅は、一定の場所か ら離れ ることを意味している。 しか し、この行

為によって 「住む」 ことが変化す るわけではない。旅 をす ることは、移住す ることや住み
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替えること、引っ越 しす ることではない。旅には、「住む」 ところへの帰還が含意 され て

いるか らで ある。

こうして、「住む」 とは時空的な関係的行為であ り、そのなかには、能動的要素 と受動

的要素が含まれている。 このことが理解できるな らば、それぞれの要素か ら 「住む」 こと

についての、 さらに深い理解に至 ることができる。

3.「 住 む」 ことと関係 的空間

「住む」 ことは、空間的行為 である。空間に関係する行為、空間 と一定の関係を結ぶ行

為である。 この とき、 「空間」は さま ざまなスケールで現れて くる。 「住む」のは、家であ

り、地域 であ り、市町村 であ り、県であ り、地方であり、国であ り、地球である。わたし

たちは、 自分たちの 「住む」 ところを重層的なスケールで語 り分 ける。では、わたしたち

は、それぞれの 「住む」をどのように使いわけているのだろ うか。

す くな くとも、国家 による住宅政策 の理念策定で視野に置かれていたのは、「家」であ

り、あるいは、街であった。この場合の街 といっても、多様 な機能が混在するような街で

はな く、住 宅だけの街、いわゆるニュー タウンといった街のことであった。戦後の経済発

展のもとで、住宅政策 は、行政的施策の対象 として、特定の空間を 「住む」ための空間 と

して特定 し、そ こに、「住む」ための機能を付与 した。 この場合、「住む」 とは、主として

家の うちにいることであ り、仕事をするためにそこにいることではなかった。職住分離の

政策のも とで 「住む」ことは捉 えられたのである。

だが、職業をもつ父親が職場 に出かけたあと、残 された妻(母 親)は 、子育てのた めに

家に残 り、 こどもたちは、地域 の小学校か、あるいは新 しく団地につ くられた小学校 に通

うことになった。 「住む」ことが教育と結びっ く場であった。

厂住む 」 ことと 「衣」 と 「食」 を切 り離す ことはできない。団地には、マーケ ッ トが

つ くられ た が、衣類 を買 うためには、 ほ とん どの場合、街 にでなけれ ばな らなか った。

ニュータ ウンでは、多 くの場合、食料品などの生活必需品だ けが 「住む」 ことを可能 にす

るために提供 されたのである。

千里ニュータウンや多摩ニュータウンの例にもあるよ うに、住民が高齢化 し、あるいは、

社会的環境 が変化 したために、ニュータ ウンの再生が緊急の課題 となっている。1970年

代の社会 的ニーズによって捉 えられた 「住む」の意味が大きく変わってきているからであ

る。小学校や中学校 に通 うこどもたちをもつ親 にとっての 「住む」 と、こどもたちがひ と

り立ちしたあと、老齢化 した人々にとっての 「住む」 ことの意味は大きく異なってきたの

に、「住む」ことを可能にする空間構造は変化 していないことが問題 となってい る。

このことが意味していたのは、ニュー タウンの 「住む」空間の設計が特定の歴史的背景
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の もとでのデザイ ンによって規定 され てきた とい うこ とである。言い換 えれば、「住む」

人び との人生の全体像を踏まえた 「住む」空間のデザインが行われていなかった とい うこ

とである。問われなければな らないのは、人間にとって 「住む」とい う行為の全体像 であ り、

その全体像 を踏まえた上での 「住む」空間のデザインは どのようなものでなければな らな

いか とい うことである。 あるいは、む しろ、空間のデザイ ンとい うよ りも、 「住む」 こと

のデザイ ンは どのよ うなものでなければな らないかとい うことであろ う。 「住む」こ との

デザインに よって、 「住む」を実現す るための空間的な構造が決定 され、それ によって空

間のデザイ ンが決 まるか らである。

とい うことは、「住む」 とは、人生の一コマの情態ではな く、生まれてか ら死ぬまでの

時間の全体 との関係 を含む ものと考 えなければな らない。 また、わた したちは、生物 とし

て この地球の上に住むのであり、地球を離れることはできない。地球のごく薄い大気のな

かの地表での空間との関係 における行為が 「住む」 とい う行為なのである。 とすれば、地

球上の空間 と人生の時間 との関係 の上で 「住む」 とい う行為を考えるべきだとい うことに

なるであろ う。切 り離 された特定の空間、限定 された特定の時間のなかで考 えられてきた

のが、20世 紀の 「住む」であった。 このことが意味す るのは、「住む」とい う行為 におけ

る関係的な要素を取 り出しての概念化で あったよ うに思 う。住むためには、空間的観点、

時問的観点が必要である とい うことか ら、住むた めの空間、住むための時間を局所化 した

上で 「住む」を構築 した。住むための空間、住むための時間の極限から 「住む」ことを構

成するとい うプロセスを とってきたのである。それはち ょうど、河川 を治水 と利水 とい う

コンセプ トで捉 えることによって、河川 の多様 な機能を排除 してきたの と同様である。 コ

ンセプ ト優位の空間再編 を行 うことによって、人間の経験 もまたそのようにコンセプ ト化

されてしまった。

4.だ れが どこに住 むのか

「住む」は、時空的で関係 的な行為である と述べてきた。その関係す る相手 とは、空間

とい うことも指摘 した。

ここで 「住む」の主語 はなにか とい うことを考 えてみたい。わた したちは、 「住む」の

主語 をいろいろに考えることができる。 まず、わた しは、両親のこどもとして この地球上

に住み始 めたのであり、その意味で家族の一員 として住み始 めたのである。 これは、「住 む」

とい うのは、「… とともに住む」 「…と一緒に暮 らす」 とい うことでもある。 もちろん、わ

た しは独 りで暮 らす こともできる。 しか し、独 りで暮 らしは じめたわけではない し、独 り

で暮 らしつづけることができるとい うわけではない。孤独死 とい うことが話題 になるよう

に、孤独な暮 らしは、それ 自体大きな問題である。たとえ独 りで住んでいて も、地域社会
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の一員 として生 きているのであるか ら、地域 との関係が 「住む」 とい うことの本質に属す

る。す ると、ここでは、「地域」は単なる空間を意味す るのではなく、地域 に暮 らす人び

ととの関係 を含んでいる とい うことがわかる。

「住む」 の主体 をどのよ うに考えるかによって、「住む」ことの意味が変わ り、住まわれ

る空間の意 味や構造 も変わって くるのである。住む ことは、 じつは共に住む ことで もあ

る。

中国北京郊外に、東方太陽城 とい うニュータウンが建設 されている。共産主義政権が統

治す る中国であるが、資本主義経済は社会の奥まで入 り込み、貧富の差が増幅 されてい

る。その象徴 のように、東方太陽城は、定年退職 した金持ちが優雅な老後 を送 るための空

間 として設計 されている。 ここでは、もっ と若い世代 も若干暮 らすのであるが、主として

高齢者 で相 当の財産をもつ人び とが空間を共有す る。

東方太陽城 は、北京郊外 につ くられた 「桃源郷」で ある。裕福 な層 を対象に、週末を過

ごし、また退職後には、そこで暮 らす ことを目標 に広大な敷地 と大 きな住宅 を中心 として、

文化施設 も完備 され、隣接す る貧 しい農村 と際だったコン トラス トを示 している。裕福 な

高齢者 のた めの街 とい うコンセプ トによって囲い込まれた空間である。

特定の コンセプ トによる意味づ けによって価値 を付与 された空間が、その価値 を認 める

人び とだけによって共有 され るとい う構造は、高度経済成長期 のニュータウンがよい例で

ある。 しか し、20年 もたつ と、そ こは、老人だけが住む街 になって しま う。 コンセプ ト

は、空間の構造を決定するだけでなく、そこに住む人び との居住構造 も、あるいは、行為

の構造 も決定することになる。 とくに、行為 としての 「住む」 ことから出発せず、住む場

所 としての 「住宅」か らデザインすることは、 「住む」ことに含まれ るさまざまな要素 を

排 除して しま うのである。

太陽城 には、会館 といわれる建物があ り、図書館 、プール、スポーツジム、碁会所、ダ

ンスホールな どが完備 され、高齢者が老後 を過 ごすの にふ さわ しい施設がつ くられ てい

る。

東方太 陽城 と対照的なのは、社会福祉法人愛知たいよ うの杜が名古屋郊外 につ くった特

別養護老人ホーム、ゴジカラ村ケアハ ウス ・雑木林館である。 この施設 は介護を必要 とす

る老人のための施設であるが、その理念は、雑木林の 「雑」にある。 「雑」 とは、「時間に

追われない国」であるとして、 「時間に追われ る国」 と対比する。

経済が優先 し、利益第一主義の社会では何 ごとにも効率が重ん じられ、無駄は悪 とさ

れる。成員の役割が明瞭に分割 され、定義 されてい る。計画性が大切で、その計画は予

定通 りに消化 されるべきものとされ る。理屈に合 うことだけが純粋 に追及 され、正解 に

のみ価値が認め られ る。
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吉田一平理事長はこれを 「時間に追われる国」の尺度 とし、一方でゴジカ ラ村を 「時間

に追われない国」 と定義 して、その運営の理念を次のように言 う。

無駄がある ところに楽 しみがある。

いつもごちゃごちゃとしていて、役割が定め られていないから、誰 にも居場所がある。

計画が予定通 りに進まないことは普通のことである。

未解決、未完成の状態 はむ しろ歓迎 される。

正解 はない、あるとして も一つではない。

要す るに、高齢者 にとっての 厂住む」は、特定のコンセプ トによって構成 された空間で

はなく、多様な要素 の混在す る空間、高齢者の好奇心を刺激する空問である。 この空間で

は、介護施設に隣接 して保育園が設置 されてお り、昼間はいっでも小 さなこどもたちの歓

声が満 ちてい る。老人たちは、こどもたちの声 と蝉の声のま じった環境 ・風土のなかで暮

らすのである。 と同時に、ここは、介護を学ぶ若者たちの勉 強の場 としてもデザイ ンされ、

老人たちは、20歳 前後の若者たち と日常的に接するよ うな空間構造 となっている。

すでに見た ように、近代の 「住 む」は、「住む」ための空 間をコンセプ トによってデザ

イ ンし、そこに住ま う人の行為を規定 してきた。ニュー タウンとい う空間は、とくに 「住む」

に特化 した空間として、た とえば、厂職」と切 り離 した。 ニュー タウンで働かない女性 は、「主

婦」 として、主にこどもたちの しつけ、教育を担 当す る役割 を果た した。 しか し、たとえ

ば、昔なが らの商店街に住む人び との 「住む」空間は、 「住む」のなかに、職業や教育や

そのほか、さまざまな要素を含む ものとなっている。職住分離 とい う概念のもとで、「住 む」

を他 の多様な行為か ら分離 したのが20世 紀であった。

東方太 陽城 のような空間デザイ ンは、空間の囲い込み と深 く関係 している。空間再編の

コンセプ トとのもとで空間をデザインす ることによって、人間の行為をコン トロール しよ

うとする近代思想 は、ディズニーラン ドのようなテーマパーク型の空間再編 と共通 の思想

を持 っていた。テーマパーク空間は、「遊ぶ」行為のための空間であ り、「遊ぶ」ことを 「住

む」 と対比す ることで、近代的な発想を さらに深 く理解することができる。 厂住む」 こと

は一定の空間に長時間関係することであるが、これ と対比的 に 「遊ぶこと」「旅 をすること」

は、 日常的に関係す る空間を離れ ることを意味 してい るか らである。 「遊ぶ」空間が どう

デザイン され ているかを考 えることで、「住む」ことの意味もまた明らかになる。

5.住 宅行政 と 「住む」の コンセ プ ト

わた しは、 日本の住宅政策か ら論 じながら、「住む」 とい うこ との意味について考察 し
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てきた。 このよ うな論 じ方は、現実的な行政プロセスに偏 りす ぎて、本来論 じるべき課題

を正 しく捉 ええないのではないかとい う疑問が生 じるかもしれない。 この疑問に対 し、わ

た しは、 「住む」の 「価値構造」 とい う観点か ら答 えたい と思 う。 「住む」は、人間一人ひ

とりの行為の問題である。行為はめざすべき 目的をもつ限 りで、価値を もつ。価値 とは、

行為を動かす欲求の対象であ り、一定の普遍性 をもつ。それは実現可能な欲求の対象であ

る場合 もあ り、あるいは、いまの ところは実現不可能な願望の対象であることもある。そ

れは行為の 目的 としての理念であ り、また理想である。わた したちは、その理想 を個人で、

あるいは社会において、特定の状況のなかで実現 しよ うとす る。実現 されるものは、個 々

の行為で あるか、具体的な対象であるか、あるいは社会的制度である。わた したちは、理

念を実現するために与 えられた状況 と制度のもとで 自らの行為を選択す るのである。

「住む」 とは何 かとい う問いが、住む とい う行為 の 目的 とする理念 に対す る考察 を含む

とす るな らば、そ して、その理念は何 らかの社会的状況の うちで実現すべきものであるな

らば、現行の制度や変化 しつつある制度 に目を向け、その限界 と可能性 を問 うことは、理

念そのものを問 うことと並んで、行為への問いにとって不可欠なはずである。

「住む」 とい う行為は、人間一人ひ とりの選択の対象 となる行為であるとともに、社会

的制度のなかで選択 され る行為で もある。その両者に 目を向けて論 じるとき、 「住む」 こ

との相貌 とその背後 にある本質が現れて くる。 したがって、 「住む」 とい うこ との うちに

は、制度 が不可欠 な要素 として含まれてい るのである。
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